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啓発・学習

情報収集・提供

活動・交流支援

女性法律相談 女性が出合う、法律上の問題に女性弁護士が
応じます。

男女共同参画に関する図書やＤＶＤなどを収集。
閲覧や貸し出しをしています。

市民の皆さんが交流や情報交換ができる場を
つくっています。

センターの４つの役割

キッズコーナー

広々としたスペースに、絵本
やおもちゃを用意しています。
窓からは、電車やバスも見るこ
とができます。

男女共同参画に
関する図書や
DVDなどの閲覧・
貸し出しをしてい
ます。

コミュニケーションコーナー

仲間やグループ内のちょっ
とした打ち合わせなどで集ま
る時に、無料で気軽に利用で
きるスペースです。
事前予約も可能です。

応接室

女性が抱えるさまざまな問題に、女性弁護士が
相談に応じます。無料。秘密は厳守。要予約。
【相談日時】 第2・第4木曜日

13:30～16:30
【予約電話】 072-685-3725

情報・図書・啓発コーナー

男女共同参画を推進する団体・グループなどの活動を
支援する利用者団体登録を行っています。会議室やロッ
カーの使用などについてサポートしています。

男女共同参画に関する活動団体登録
会議室利用等を支援

●貸出できる方
高槻市在住、在勤、在学の方

※貸出時に本人確認書類等の提示が必要
●貸出冊数－図書は5冊まで

DVDは2本まで
●貸出期間－2週間

集う

調べる

遊ぶ

相談
する

性の家事や育児、女性の健康や再就職応援など、男女共
同参画に関する様々な講座を実施しています。
専門の講師をお招きして開催しますので、わかりやすく、

楽しく学ぶことができます。
男女共同参画センター内でもチラシを配架していますの

で、興味のある講座を探してみてください。

男女共同参画センター って、こんなところ！

男女共同参画センターは、性別にかかわりなく、個性と能力を発揮し、

いきいきと暮らせる男女共同参画社会づくりをめざすための施設です。

学び・気づき・エンパワーメントを応援！
交流や活動の拠点です。

男女共同参画、女性の就労、人材養成などの
講座を企画・開催しています。

学ぶ

男女共同参画センターでは、女性のリーダーシップ、男
性の家事や育児、女性の健康や再就職応援など、男女共
同参画に関する様々な講座を実施しています。
専門の講師をお招きして開催しますので、わかりやすく、

楽しく学ぶことができます。
男女共同参画センター内でもチラシを配架していますの

で、興味のある講座を探してみてください。

男女共同参画に関する各種講座を実施

■休館日　　　蔵書点検（１２月２７日・２８日）、年末年始（１２月29日～1月3日）

令和7年度男女共同参画週間記念事業を実施しました

講師 斉藤容子さん
（関西国際大学客員教員、人と防災未来センターリサーチフェロー）

参加者からの声

みんなでつくる「多様なニーズ取り入れた避難所」

6月23日から29日までの男女共同参画週間に合わせ、男女
共同参画センターと同センター登録団体交流会が、協働で企画運
営する「男女共同参画週間記念事業」を実施しました。
講師に斉藤容子さんをお招きし、「地域防災～男女共同参画の

視点で考える～」についてご講演いただきました。

地域防災
～男女共同参画の視点で考える～

市区町村防災会議のうち女性委員のいない会議数は2019年で22.2%と、意思決

定過程における女性の参画割合は低い状況です。そのため、災害時や復興などの場面

において、女性と男性のニーズの違いが反映されにくいという課題も生じていました。

災害に強い社会の実現には、女性をはじめ、地域の多様な人たちが災害対応の担い手

となり、意思決定の場に参画することが必要です。

災害後、何が必要か、どんな支援が必要かは、性別、年齢、文化、宗教など様々なこと

によって違ってきます。被災者のニーズは一人ひとり違い、できることも一人ずつ違い

ます。それらをどう生かしていくのかを考えることが求められています。

開催日：6月28日（土）

会 場：クロスパル高槻5階 視聴覚室

■登録団体が活動内容をPR

事業を企画・運営した男女共同参画センター登

録団体交流会のメンバーから、各団体の活動内

容などを紹介しました。

〇大変分かりやすく、何をどう考えておかなければならないのか理解できました。「伝える」ことも防災の一つだと思うのでしっか

り自分の備えを伝えていこうと思います。

〇多様な視点が大切ということ、事前に、日常的に考えることの大切さがとてもよくわかりました。具体的で良かったです。

〇差別がある所では非常時に必ず差別がおきる、差別をなくすための教育を実践していかなければと改めて考えることができ

ました。

東日本大震災等の災害において、行政主体による避難所の運営は困難である

ことが明らかになりました。高槻市の地域防災計画でも「地域住民が主体的に指

定避難所の管理・運営を行うこと」となっています。

避難所生活では、スペースの狭さによるプライバシーの欠如から更衣室も避難

場所に使用されるなど、女性が着替えや授乳などで非常に困惑することもあり

ました。避難所で安心して過ごせず、ストレスを抱えてしまった事例も少なくあり

ません。 また、災害時には平常時における社会の課題が一層顕著に現れますが、

ＤＶや性暴力が災害時にも発生していることが明らかになっています。平常時か

らの男女共同参画の推進が防災の基盤です。

■意思決定の場への女性の参画が必要

■防災の担い手は「地域住民」
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